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船舶事故調査報告書 

 

                             平成３０年１月２４日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年７月２８日 ０６時１５分ごろ 

発生場所 山形県酒田市酒田港西方沖 

酒田灯台から真方位２６６°８海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３８°５６.２′ 東経１３９°３８.７′） 

事故の概要 漁船第六十一清
せい

運
うん

丸は、東進中、また、遊漁船Big
ビッグ

 Daddy
ダ デ ィ

は、漂泊

中、両船が衝突した。 

Big Daddyは、釣り客５名が負傷し、右舷中央部外板に破口を生じ

て沈没し、第六十一清運丸は、球状船首部の擦過傷等を生じた。 

事故調査の経過  平成２９年７月２８日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第六十一清運丸、１６トン 

ＨＫ２－２２５５１（漁船登録番号）、個人所有 

１６.８３ｍ(Lr)×４.３８ｍ×１.４６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、５４０kＷ、平成５年１１月 

第２００－２９８８５号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 遊漁船 Big Daddy、５トン未満 

２１１－１２３９７山形、個人所有 

９.３６ｍ(Lr)×２.４６ｍ×１.０６ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、９１.９５kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ３７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成１２年３月１０日 

免許証交付日 平成２７年１月２６日 

          （平成３２年３月９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５６歳 

一級小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２８年１月２６日 

免許証交付日 平成２８年１月２６日 

          （平成３３年１月２５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷 ５人（釣り客） 

 損傷 Ａ 球状船首部の擦過傷等 

Ｂ 右舷中央部外板に破口、沈没（全損） 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮流 約１.５ノット（kn） 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか１人が乗り組み、平成２９年７月２７日１２時

３０分ごろ酒田港を出港し、同港西方沖の向
むこう

瀬と称する漁場でいか
．．

一本釣り漁の操業を行った後、２８日０２時４０分ごろ帰航を開始し

た。 

船長Ａは、操舵室で１人で操船に当たり、自動操舵の目的地を酒田

港の西方沖約３Ｍに設定して約１２knの速力（対地速力、以下同

じ。）で東進中、０５時４５分ごろ陸岸までの距離が約１２Ｍとな

り、立った姿勢で８Ｍレンジとしたレーダーで周囲の状況を確認し、

Ａ船より後方に３隻程度の同航船がいることを確認した後、操舵室の

床面に胡坐
あ ぐ ら

をかいて座った。 

船長Ａは、操舵室の床面に座ってレーダーによる見張りを行ってい

たところ、０６時１５分ごろ身体が少し前のめりになる軽い衝撃を感

じた。 

船長Ａは、立ち上がって主機を中立運転とし、船首方の左側にマス

トのようなもの（Ｂ船のスパンカ）が見えたので、主機を後進にかけ

たところ、Ｂ船と衝突したことを認めた。 

船長Ａは、Ｂ船の右舷中央部外板に直径０.４ｍ程度の破口が生じ

ているのを認め、直ちにＡ船の右舷側とＢ船の左舷側とを係留索で繋
つな

ぎ、Ｂ船の乗船者全員をＡ船に移乗させ、重傷者がいないことを確認

した。 

Ａ船は、船長Ａが本事故の発生を海上保安庁に通報した後、Ｂ船を

横抱きにした状態で漂流しながら救助を待っていたが、右舷外板の破

口からの浸水によりＢ船の沈下が進み、０７時１０分ごろ係留索を繋

いでいたＢ船のハンドレールが損壊してＢ船が沈没したので、海上保

安庁の指示を受けて酒田港に帰港した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、釣り客６人を乗せ、０４時３０

分ごろ酒田港を出港し、０５時１０～１５分ごろ酒田港西方沖の釣り

場に到着した。 

船長Ｂは、パラシュート形シーアンカー（以下「シーアンカー」と

いう。）を船首から投入し、船尾のスパンカを展張して主機を停止し

た状態で船首を南南東方に向けて漂泊を開始した後、０５時３０分ご

ろから北北西方に約０.３～０.５knの速力で流されながら釣り客に遊

漁を行わせていた。 

船長Ｂは、右舷方約２Ｍの所にＢ船の方向に進んで来るＡ船を視認

し、Ａ船が近くを航行する際は航走波による動揺に気を付けるよう釣
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り客に指示した後、Ａ船の動向を観察した。 

船長Ｂは、Ａ船が針路を変えずにＢ船に接近するので、操舵室に移

動して警告信号として汽笛を短音で連続して鳴らしたが、Ａ船が更に

接近するのを認めた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、Ａ船と右舷側が衝突する可能性があると思い、

右舷側にいた釣り客を左舷側に移動させてハンドレール等に掴
つか

まら

せ、Ｂ船を少しでも移動させようと思い、主機を起動したものの、ク

ラッチを後進に入れる時間がなく、右舷中央部とＡ船の船首部とがほ

ぼ直角に衝突した。 

船長Ｂは、釣り客に落水者がいないことを確認し、接舷したＡ船に

釣り客と共に移乗して重傷者がいないことを確認した。 

船長Ｂ及びＢ船の釣り客６人は、Ａ船で酒田港に帰った後、釣り客

６人が病院で受診し、うち５人が打撲等と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船船首部、写真２ 船長

Ａの操船姿勢、写真３ 船長Ａの操船姿勢からレーダーを見る 参

照）  

 その他の事項 Ａ船は、レーダー２台を装備しており、操舵室前部窓の左舷側の下

部に設置された１台を８Ｍレンジ、同上部に設置された１台を０.７

５Ｍレンジとして表示させていた。 

船長Ａは、８Ｍレンジとしていたレーダー１台を見張りに使用して

おり、雨が強く降ったりやんだりする状況であったので、０５時４５

分ごろレーダー映像を確認した際、レーダーの感度調整（雨雪反射抑

制）を自動に設定したところ、大きい物標が見やすくなったが、Ｂ船

の映像には気付かず、前路に支障となる船舶がいないものと思ってい

た。 

船長Ａは、レーダーにＡＲＰＡ機能が備えられていたが、使用した

ことがなかった。 

船長Ａは、漁場までの往復航を全て１人で操船しており、同じ姿勢

を長時間続けることが辛かったので、ふだんから、操舵室右舷側に設

けられた椅子に腰を掛けたり、立ち上がったり、床面に胡坐をかいて

座るなどして、時折、体勢を変えていた。 

Ａ船は、操舵室床面に座った状態で、目視による周囲の見張りを行

うことができなかった。 

船長Ａは、０５時００分ごろ甲板員が用意した朝食をとり、０５時

４５分ごろから操舵室床面に胡坐をかいて座っていたが、眠気や疲労

等を感じていなかった。 

船長Ａは、本事故当時、操舵室の窓を閉めて空調を運転しており、

Ａ船のエンジン音と空調機の送風音が聞こえていたが、衝突の衝撃音

やＢ船の音響信号を聞かなかった。 

船長Ｂは、本事故当時、釣り客に遊漁を行わせている際、潮の流れ
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が良かったので主機を停止して操舵室を出て、甲板上で釣り客の対応

を行いながら周囲の見張りを行っていた。 

船長Ｂは、シーアンカーを投入していたので、後進しても大きく動

けず、前進するとシーアンカーの錨索がプロペラに絡索すると思い、

Ａ船がＢ船に約３００～４００ｍまで接近しているのを認めた後、警

告信号として汽笛を連吹し、Ａ船がＢ船を避けてくれることを期待し

た。 

船長Ｂは、接近するＡ船を認めた際、かなり早い段階でシーアンカ

ーの錨索を切るなどし、衝突を避けるための動作をとれば良かったと

本事故後に思った。 

船長Ｂは、Ａ船との衝突の可能性を感じた後、釣り客を反対舷に移

動させ、ハンドレール等にしっかりと掴まるように指示したことが、

釣り客が軽傷で済んだことに繋がったのではないかと本事故後に思っ

た。 

Ｂ船は、衝突後、接舷したＡ船と船首尾それぞれのハンドレールに

係留索で繋いでいたが、船首側から徐々に沈下して船首側のハンドレ

ールが損壊し、次いで船尾側のハンドレールが損壊して沈没した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ船は、酒田港西方沖において、自動操舵で東進中、船長Ａが、操

舵室の床面に座って目視による見張りを行うことができない姿勢で操

船に当たり、雨雪反射抑制の調整を自動に設定し、８Ｍレンジとした

レーダーのみを観察していて、見張りを適切に行っていなかったこと

から、前路で漂泊するＢ船に気付かずに航行し、Ｂ船と衝突したもの

と考えられる。 

船長Ａは、０５時４５分ごろに操舵室の床面に座った際、Ｂ船が船

首方約６～７Ｍに存在していてその後接近する状況であったが、レー

ダーを８Ｍレンジに固定して使用していたこと、及びレーダーの雨雪

反射抑制の調整を自動に設定して感度を減衰して使用していたことか

ら、Ｂ船の映像が見えづらかったか、又は、映っていなかったかし、

Ｂ船に気付かなかった可能性があると考えられる。 

船長Ａは、操舵室の窓を閉めて空調を運転していたこと等から、Ｂ

船の音響信号に気付かなかった可能性があると考えられるが、その状

況を明らかにすることはできなかった。 

Ｂ船は、酒田港西方沖において、主機を停止してシーアンカーを投

入し、釣りを行いながら漂泊中、船長Ｂが、右舷方から接近するＡ船

に対して警告信号を行ったので、Ａ船がＢ船を避けてくれることを期

待し、漂泊を続けたことから、衝突を避けるための動作をとる時機を
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失し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、Ｂ船がすぐに移動することが困難な状況であったことか

ら、Ａ船に対して警告信号を行い、Ａ船がＢ船を避けてくれることを

期待したものと考えられる。 

船長Ｂは、接近するＡ船との衝突の可能性を感じた後、釣り客を反

対舷に移動させてハンドレール等に掴まらせたことから、落水者や重

傷者が生じなかった可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、酒田港西方沖において、Ａ船が自動操舵で東進中、Ｂ船

が主機を停止してシーアンカーを投入し、釣りを行いながら漂泊中、

船長Ａが、操舵室の床面に座って目視による見張りを行うことができ

ない姿勢で操船に当たり、雨雪反射抑制の調整を自動に設定し、８Ｍ

レンジとしたレーダーのみを観察していて、見張りを適切に行ってい

なかったため、前路で漂泊するＢ船に気付かずに航行し、また、船長

Ｂが、右舷方から接近するＡ船に対して警告信号を行ったので、Ａ船

がＢ船を避けてくれることを期待し、漂泊を続けたため、衝突を避け

るための動作をとる時機を失し、両船が衝突したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・周囲の状況及び他の船舶との衝突のおそれについて十分に判断す

ることができるよう、視覚、聴覚及びその時の状況に適した他の

すべての手段により、常時適切な見張りを行うこと。 

   なお、本事故当時における適切な見張りについては、以下のこ

と等が考えられる。 

・操船者は、周囲を目視できない姿勢を続けることなく、立ち

上がる、操縦席に座るなど、その時の状況に適した姿勢で見

張りを行うこと。 

・レーダーによる見張りは、雨雪反射等による感度調整、表示

方式等の特性を理解し、レンジを切り換えるなどして有効に

活用すること。 

・聴覚による見張りは、船内の騒音をなくし、窓や扉を開ける

など、音響の聞きやすい環境を整えること。 

 ・漂泊して釣り等を行う場合、漂泊の形態、自船の運動性能等を考

慮し、移動を開始できるまでの時間等を把握し、余裕のある時機

に衝突を避けるための動作をとれるよう心掛けておくこと。 

 ・接近する他船に音響信号を行う際は、音響信号設備の指向性等を

考慮し、可能であれば他船の方向に向けて音響を発することが望

ましいが、他船の操船者の状況、接近する方向、風向等によって

は十分に聞こえていない可能性があることを認識すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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   写真１ Ａ船船首部           写真２ 船長Ａの操船姿勢 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 船長Ａの操船姿勢からレーダーを見る 
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